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国史跡の追加指定等について 

 

 

１ 国の文化審議会（会長 馬淵
ま ぶ ち

 明子
あ き こ

）は、平成２８年６月１７日 (金) に、

史跡 東
とう

大寺領
だいじりょう

横江
よこえの

荘
しょう

遺跡
い せ き

 荘家
しょうけ

跡
あと

 上荒屋
かみあらや

遺跡
い せ き

 （白山市 金沢市）に追

加指定を行い、名称を 東大寺領横江荘遺跡 に変更するよう、文部科学大臣

に答申した。 

 

２ 追加指定等であり、県内の国指定史跡の件数は２６件と変わらない。 

 

 

 

 

 

 

 

 



「東
とう

大寺領
だいじりょう

横江
よこえの

荘
しょう

遺跡
い せ き

」 
 

１ 名  称 東大寺領横江荘遺跡 

（変更前 東大寺領横江荘遺跡 荘家
しょうけ

跡
あと

 上荒屋
かみあらや

遺跡
い せ き

） 

 

２ 所 在 地 石川県白山市橫江町、金沢市上荒屋地内 

 

３ 指定面積 ６４，５９３．１２㎡ 

  ［既指定面積］ 

  ・１０，６６９．２３㎡ 

（荘家跡３，９４８．２３㎡ 上荒屋遺跡６，７２１．００㎡） 

  ［追加指定面積］ 

  ・５３，９２３．８９㎡ 

 

４ 所 有 者 白山市、金沢市、個人 

 

５ 概  要 

  東大寺領横江荘遺跡は奈良時代から平安時代にかけて営まれた荘園遺跡で

あり、白山市と金沢市にまたがって所在する。横江荘は東大寺文書（正倉院

蔵）に桓武天皇の皇女である朝原
あさはら

内親王
ないしんのう

の遺領であった土地が弘仁９年（８

１８）に東大寺に寄進されたものと記載されている荘園であり、東大寺領横

江荘遺跡はその存在を実証する遺跡である。 

昭和４５年（１９７０）に白山市横江町地内において「三宅
み や け

」等の墨書
ぼくしょ

土器
ど き

とともに管理施設（荘家跡）とされる掘
ほっ

立柱
たてばしら

建物
たてもの

跡
あと

が発見されたことにより、

昭和４７年３月には荘園遺跡として初めて国史跡に指定された。 

昭和６２年から平成３年（１９９１）にかけては、金沢市の上荒屋遺跡に

おいて河川（運河）から「綾 庄
あやのしょう

」「 東 庄
ひがしのしょう

」の墨書土器等が出土したことに

より、横江荘の一部となることが判明し、平成１８年７月に追加指定されて

いる。 

既指定地の間に位置する水田地帯においては、条里制
じょうりせい

に基づき計画的に配

置された多数の倉庫群や、回廊を伴った寺院的施設等の重要な遺構が存在す

ることがこれまでに確認されており、今回、追加指定を行うとともに名称を

「東大寺領横江荘遺跡」に変更して一体的な保護を図るものである。 



 



寺院的施設跡 門跡と塀跡（ＳＡ８０２・ＳＢ１２０） 西から 

倉庫跡（ＳＢ２５・２６） 西から 



用語解説 

 

【荘 園】 

奈良時代の当初は律令に基づいて中央政府による土地管理が実施されていた

が、人口増や財政悪化に伴い、養老７年（７２３）に開墾した農地が三世代に

わたり私有化される三世一身法が施行された。その後、天平１５年（７４３）

に墾田の永久的私有化を認める墾田永年私財法が施行されると、資本を持つ中

央貴族・寺社・土豪が活発に開墾を進め、全国に大規模な私領が多数形成され

た。この私領が荘園である。 

 

【条里制】 

広域の土地を格子状に地割りし、区画により土地利用を行う制度。一区画を

「里」（約６５４ｍ四方）と呼び、さらに「里」を６分割したものを「町」（約

１０９ｍ四方）と呼ぶ。 

 

【回廊を伴った寺院的施設】 

半町四方（約５４ｍ）四方の回廊状施設。延長約５０ｍの長舎を東西に配置

し、南側に柵と桁３間×桁行２間の門を持つ。中央には南面庇が附く桁行７間・

梁行２間の建物等が配置されている。周辺から「寺」と墨書された土器や、瓦

塔（塔の陶器製ミニチュア）、仏教用具等が出土したことから、寺院的施設と推

定されている。 
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